
令和７年度庄内地方町村職員採用試験（上級保健師）受験案内 

―  庄 内 町 用  ― 

令和８年７月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 試験区分 

  上級（大学卒業程度）保健師 

 

２ 受験申込み 

(1)受付期間  令和８年７月６日（月）～ 令和８年７月３１日（金） 

        ※ 土曜日、日曜日及び祝日を除く。郵送の場合は7月31日の消印有効。 

(2)受付時間  午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 

  

３ 試験日・試験会場及び合格発表 

試 験 試 験 日 試 験 会 場 合 格 発 表 

第１次 ９月２０日（日） 
庄内町役場 

東田川郡庄内町字町132番地1 
１０月中旬 

第２次 １０月下旬 第１次合格者に通知します。 １１月上旬 

 ※試験結果については、荘内地方町村会事務局より書面で通知されます。 

 

４ 受験資格 

昭和６２年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた方で、保健師免許を有する

方又は令和９年３月３１日までに取得する見込みの方 

 

 

 

 

 

 

庄内町、三川町及び遊佐町で組織す

る荘内地方町村会が実施する、令和

9 年 4 月採用を予定とする職員採用

試験です。第 1 次試験は 3 町の受験

者が一堂に会し、第 2 次試験は各町

単位で実施されます。 

 

【 試験実施団体 】 

荘内地方町村会 

山形県東田川郡庄内町余目字町132番地1 

庄内町役場総務課内 

電話：0234-42-0128（直通） 

 

【 問合せ先 】 

  庄内町役場総務課総務係 
  〒999-7781 

   山形県東田川郡庄内町余目字町132番地1 

   電話：0234-42-0128（直通） 



※上記にかかわらず、次のいずれか一つに該当する方は受験できません。 

 (1)日本国籍を有しない方 

 (2)地方公務員法第 16 条に該当する方 

   ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの方 

  イ 公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 

  ウ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した方 

 

５ 試験案内 

(1)第１次試験 

  ■受付時間 

開 始：午前９時００分（指定の各部屋で行います。）  終 了：午前９時１５分 

試 験 科 目 試 験 時 間 試 験 内 容 

教 養 試 験 

（Standard-Ⅱ） 
９：３０～１１：３０ 

●時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問

う問題 

●文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する

能力を問う問題 

職場適応性検査 １１：５０～１２：１０ 

公務員としての職業生活への適応性について、職

務への対応や対人関係面での性格特性をみる検

査 

(2)第２次試験 

   第１次試験の合格者に対し、個人面接及び作文試験を行います。 

 

 

６ 受験手続 

申込用紙の請求 

●庄内町役場総合案内、総務課総務係、立川総合支所総合支所係で配布

します。 

●郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験(上級保健師)受験

申込書請求」と朱書きし、140円切手を貼った宛先明記の返信用封筒

(角形２号)を同封してください。（郵便番号を必ず記入してくださ

い。） 

●庄内町役場ホームページ（http://www.town.shonai.lg.jp/）からも

ダウンロードできます。 



申 込 方 法 

●提出先：庄内町役場総務課総務係 

●提出書類 

 ①必要事項を記入した受験申込書 

 ②受験票送付用封筒 

（封筒（長形３号）に110円切手を貼り、郵送希望先を記入したもの） 

●提出方法：お持ちいただくか郵送としてください。 

（郵送の場合は、封筒の表に「職員採用試験受験申込」と朱書きし、

必ず一般書留郵便としてください。） 

●インターネットによる申込は、受付しておりません。 

●受験申込書の提出の際は、受験票に顔写真を貼る必要はありません。

ただし、受験当日は、交付された受験票に、試験日前３箇月以内に

撮影した本人写真を必ず貼りつけてお持ちください。写真がない場

合は、原則として受験できません。 

受験票の交付 

●申込者には受験票を交付します。９月１日（火）まで到着しない場

合は、荘内地方町村会事務局（電話：0234-42-0128）までお問い合

わせください。 

 

７ 合格から採用まで 

(1)採用時期は令和９年４月１日を予定しています。 

(2)採用後の身分及び待遇等については、庄内町役場総務課総務係にお問い合わせください。 

 

８ 給与 

(1)給与は、職員の給与に関する条例・規則に基づき支給されます。 

(2)基準となる現行初任給は、234,900 円（令和 8年 4月 1日現在）です。 

※学歴・経歴等により、異なる初任給となる場合があります。 

 

９ その他 

(1)申込み等についてのお問い合わせは、庄内町役場総務課総務係へお願いします。 

(2)試験当日は、受付時刻までに余裕をもっておいでください。試験開始以後に来場された

方は原則として受験できません。 

(3)受験の際は、受験票（写真貼付）、筆記用具（ＨＢの鉛筆、消しゴム）を持参ください。

解答用紙への記入は、全てＨＢの鉛筆を使用することになります。シャープペンシルの使

用は不可とします。 

(4)受験票を紛失した場合は、直ちに申し出てください。 

(5)試験結果についてのお問い合わせには応じることができません。 

ただし、受験者本人に限り試験結果の情報を開示いたします。本人であることを証明す

る書類（マイナンバーカード、運転免許証、学生証、旅券等）をお持ちください。 

なお、開示請求可能期間は、第１次試験、第２次試験のそれぞれの合格発表の日から１

箇月間です。 


